
調　停　手　続　の　流　れ

調停申立書に不備あり

補正
補正 せず

応諾 応諾せず

（受理
せず）
※２

※１ 調停申立書の書式は，本センターで用意しています。また，調停申立書の作成方法については，利用
相談員が助言します。

※２ 調停申立書の補正命令に申立人が従わない場合の他に，申立て手数料が納付されないときや，申立
ての目的が不当であるときにも，申立てが受理されないことがあります。

※３　和解合意書の和解条項に、和解条項に基づいて民事執行をすることができるという条項を入れること
ができます。
和解合意書は手続実施記録に綴られ、事件終了時から１５年間保存されます。当事者は、所定の手続にし
たがって、当該手続実施記録の閲覧・謄写申請をすることができ、和解合意書の複写に原本証明を求める
ことができます。

合意成立
の見込み
なし

調停受理

申立人より調停申立書及
び証拠書類等の提出
※１

相手方への調停受理通
知

調停委員（３名）選任・調
停委員会結成

調停期日の決定・通知

相手方に調停手続につ
き説明し，応諾するか否
かの意思確認

調停期日の開催（複数回
開催されることもありま
す。）

調停申立書の補正命令

当事者より準備書面・証
拠方法たる書面の提出

申立人からの申立て
の取下げ／相手方か
らの終了の申出

合意（調停）成立 手続打ち切り
両当事者の合意によ
る
仲裁手続への移行

和解合意書作成
（特定和解成立の
場合について※３）


